
富山県障害者計画（第５次）（素案）の概要

現計画期間の成果と課題、障害者の現状、国の障害者施策に加え、「元気とやま創造計画」、「富山県民福祉計画（第３次改訂版）」

や国の障害者基本計画（第５次）などを踏まえ、本県における障害者施策の一層の推進を図るため、その基本となる計画を策定する。

１ 計画の趣旨

３ 計画の期間：２０２４年度～２０２９年度〔６年間〕

① 障害者基本法に基づく富山県の障害者計画 ⑤障害者文化芸術推進法に基づく「障害者による

② 市町村が市町村の障害者施策を推進するうえで、その基本的方向を示した計画 文化芸術活動の推進に関する計画」

③ 障害のある人を含む県民、事業者、福祉団体等の協働指針となる計画 ⑥読書バリアフリー法に基づく「視覚障害者等の

④ 「元気とやま総合計画」、「富山県民福祉基本計画（第３次改訂版）」の個別計画 読書環境の整備の推進に関する計画」

２ 計画の性格・位置付け

Ⅰ 計画の基本的な考え方 Ⅱ 計画の内容

１ 障害保健福祉圏域 ４圏域(富山、高岡、新川、砺波)
２ 施策の推進体制 幅広い分野での連携 国・市町村、障害者団体、NPO・企業等民間団体との連携
３ 計画の進行管理 障害者施策推進協議会に進捗状況等を適宜報告

Ⅲ 計画の推進体制

地域の資源を活かしながら、住民相互が包括的に支え合うことにより、年齢や障害の有無等にかかわらず、誰もが安心・幸

せを感じる“ウェルビーイング”を目指す「とやま型地域共生社会」の実現を目指します。

４ 基本理念

身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁に

より継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。

５ 障害者の概念

１ 障害者本人の自己決定を尊重する

６ 基本的視点

２ 障害者等の自立を支援し、社会参加を促進する

３ 障害者本位の総合的で切れ目のない横断的な支援を展開する

４ 障害の特性に応じたきめ細かな支援を実施する

５ ハード・ソフト両面にわたる社会のバリアフリー化を推進する

４
つ
の
基
本
項
目

１障害及び障害のある人に対する理解の促進
(１)啓発・広報活動の推進 （３）地域での交流の促進と県民の参加
(２)福祉教育の推進 (４)ボランティア活動の推進

２差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止
(１)障害を理由とする差別の解消 (２)権利擁護の推進及び虐待の防止

３コミュニケーション支援体制の確立
(１)情報バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進
(２)情報アクセシビリティの向上 (３)意思疎通支援の充実

４住みよい生活環境の整備
(１)暮らしやすい住まいの整備 (３)利用しやすい交通、移動手段の整備
(２)人にやさしいまちづくりの整備(４)ユニバーサルデザインの普及

５安心して暮らせるまちづくりの推進
(１)交通安全対策の充実 （４）感染症対策の推進
(２)防災対策の推進 （５）消費者トラブルの防止
(３)防犯対策の推進

Ⅰ とやま型地域共生社会を実現する社会基盤・生活環境の整備

１相談支援体制の整備
(１)意思決定の尊重及び意思決定の支援
(２)地域における相談支援体制の充実
(３)専門的な相談支援体制の充実

２地域生活を支援する障害福祉サービスの充実
(１)在宅ｻｰﾋﾞｽ等の充実 (２)障害特性等への対応

３障害者施設の整備の方向と施設機能の充実・活用
(１)施設整備の基本的な考え方
(２)施設機能の充実と地域生活支援への活用

４質の高い障害福祉サービスの提供
(１)障害福祉サービスの質の向上 (２)障害福祉人材の育成・確保

Ⅲ 個々のニーズに応じた障害福祉サービスの充実

１障害のある子どもの教育・育成の充実
(１)インクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進
(２)一貫した教育相談体制と生涯学習 (３)地域療育体制の整備

２雇用・就労の促進
(１)障害者雇用の促進、就労支援
(２)一般就労が困難な障害者に対する支援

３社会参加活動の推進
(１)スポーツ活動の振興 (３)社会参加促進事業の推進
(２)文化芸術活動等の振興

Ⅳ個性を尊重し社会参加を促進する支援の充実

１保健・医療施策の充実
(１)障害の原因となる疾病の予防・早期発見 (４)精神保健・医療施策の推進
(２)保健・医療体制の充実 (５)保健・医療を支える人材の育成・確保
(３)リハビリテーション提供体制の充実

Ⅱ質の高い保健・医療体制の確立



富山県虐待通報窓口について 

 

１ 障害者虐待防止について 

 障害者の尊厳を守り、障害者の自立と社会参加の促進のため、障害者に対する虐待の未然防止、早期

発見、虐待を受けた障害者の保護、自立支援などを行う、「障害者虐待防止法」が、平成２４年１０月

１日から施行されました。 

 

障害者虐待にあたる行為 

身体的虐待 暴力等により、身体に傷やあざ、痛みを与える行為。また、身体を縛りつけたり、

過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為。 

性的虐待 本人が同意していない性的な行為やその強要をすること 

心理的虐待 脅したり、侮辱する言葉や態度、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること 

放棄・放任 

(ネグレクト) 

食事や排せつ、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をせず、身体・精神状態を衰弱さ

せること 

経済的虐待 本人の同意なしに、財産や年金、賃金を使うこと。また、理由なく金銭を与えない

こと 

 

障害者虐待の種類 内容 相談・通報窓口 

養護者による虐待 身辺の世話や身体介助、金銭の管理な

どを行っている家族、親族、同居人等

による虐待 

市町村障害者虐待防止センター 

 

障害者福祉施設従事者等

による虐待 

障害者福祉施設や障害福祉サービス事

業所で働く職員による虐待 

市町村障害者虐待防止センター 

 

使用者による虐待 障害者を雇用する事業主等による虐待 市町村障害者虐待防止センター

又は富山県障害者権利擁護セン

ター 

 

２ 相談・通報窓口 

【富山県障害者権利擁護センター】 (富山県厚生部障害福祉課内） 

TEL 076-444-3959（平日 8:30～17:00）、080-8695-3726（休日・夜間） 

FAX 076-444-3494 

E-mail ml-shogaikenri＠pref.toyama.lg.jp 

  



ヘルプカードに関する問合せ先：富山県厚生部障害福祉課（相談室）電話 ０７６－４４４－３９５９

ＦＡＸ ０７６－４４４－３４９４

障害のある方には、自ら「困った」となかなか伝えられなかったり、そもそも「困ってい
る」ことを自覚できなかったりする場合があります。

ヘルプカードは、障害のある方が普段から身につけておくことで、緊急時や災害時、困っ
た際に、周りの方に支援を求めるきっかけをつくるカードです。

〇ヘルプカードとは…

ヘルプカードを提示されたら、

記載内容に沿って支援をお願いします。

〇記載内容

〇対象となる方

身体、知的、精神の障害のある方（難病を含む）※障害者手帳の有無を問いません。

障害特性や必要とする支援内容、緊急連絡先など

〇ヘルプカードの使い方

住所や連絡先、手助けしてほしいことなどを、個人情報の保護に留意して記入し、普段
から持ち歩きます。

災害時や緊急時、日常生活の中で困ったときなど、周囲の方に手助けを求めたいときな
どに、このヘルプカードを周囲に示して、手助けを求めることができます。

〇主な活用場面

《災害のとき》 災害が発生し、避難が必要なとき

避難生活で適切な支援を受けたいとき

《緊急のとき》 道に迷ってしまったとき

パニックや発作、病気のとき

《日常生活》 ちょっとした手助けが必要なとき

©富山県



令和5 年1 0 月1 6 日(月)から

障害者差別に関する 相談窓口の試行事業

( )から

相談窓口の試行事業

本事業の相談窓口は、障害者差別解消法に関する ご 相談を

適切な相談機関と 調整し 、取り 次ぎし ま す

する ご 相談を

し 、

「 つなぐ 窓口」 がス タ ート ！

●事業に関する お問い合わせ ●障害を 理由と する 差別に関する 試行相談窓口

内閣府政策統括官

（ 政策調整担当）付

障害者施策担当

住所： 〒1 00 -89 1 4  東京都千代田区永田町 1-6 -1　

　 　 　 中央合同庁舎 8 号館

●試行期間： 令和５ 年10 月16日～令和７ 年3月下旬

●連絡先

電話相談 : 0 1 2 0 -2 6 2 -7 0 1

1 0 :0 0 -17 :0 0  週 7 日（ 祝日・ 年末年始除く ）

メ ール相談 :

in f o ＠m a i l . sa b e k a i-t su n a g u .g o .j p

その他のご連絡：

sa b e t s u -ka isyo @ n t t d a t a -s t ra t e g y .c o m

●調査受託事業者： 株式会社 N TT データ 経営研究所

●コ ールセンタ ー運営事業者： 株式会社 A I サポート

電話： 03 -52 5 3 -2 1 1 1 　

フ ァ ッ ク ス ： 0 3-3 5 8 1 -0 9 0 2

ホーム ページ：

h ttp s://w w w 8 .ca o .go .j p /sh o u ga i/in d e x .h tm l お気 軽にご 相 談く ださ い！

相談者

障
害
者

お住ま いの地域や事業を営んでいる 地域の自治体、 各府省庁等に直接、 質問・ 相談

が可能です。

自治体・ 各府省庁等の 相談窓口

■ 障害を 理由と する 差別に関する 相談窓口 ■

■ こ んな 方におス ス メ ！ ■

1

1

障害者差別解消法に関する 質問に対する 回答や相談事案を 適切な自治体・ 各府省

庁等の相談窓口につなげる 窓口を 試行的に設置し ま す。

「 つな ぐ 窓口」（ 本事業）2

2

※自治体から の相談も 各府省庁等と 調整し 、 取り 次ぎ し ま す 調整・ 取次※

N ew！

 自治体・ 各府省庁等の相談窓口
お住ま いの地域、 事業を 営んでいる 地域の自治体や各府省庁等が相談窓口を 設置し ていま す。

自治体・ 各府省庁等の相談窓口では、 障害を 理由と する 差別に関する 相談や、 事案終結に向けた関係機関と の調

整を行っていま す。

   「 つな ぐ 窓口」（ 本事業）
障害者差別解消法に関する 質問に回答する こ と 及び障害を 理由と する 差別に関する 相談を 適切な自治体・ 各府省

庁等の相談窓口に円滑につなげる ための調整・ 取次を行う こ と を目的に、 令和 5 年 1 0 月から 令和 7 年 3 月ま で、

試行的に設置し ま す。

● ど こ の 相 談 窓口 に 相 談すれば 良 いか 分か ら な い 。

● 過 去に 相談をし た 際に 、 相 談 先か ら 別 の 相談 先を 紹 介さ れる こ と が 繰り 返さ れて 、 結 局 相談 でき な かっ た 。

● 平 日は学 校 ・ 仕 事で 今ま で 相 談が でき な かった が 、 ま ず は話を 聞いて みた い 。

● 障 害 が あ る の で 、 お店に 配 慮やお 願いし たいこ と が あ る が 、 ど う すれば 良い か 分 か ら な い 。

● 障 害を お 持ち の 方 への 合 理 的配 慮 の 提 供に つ いて 、 何を すれば 良 いか 分 か ら な い 。 等

事
業
者

mailto:sabetsu-kaisyo@nttdata-strategy.com
https://www8.cao.go.jp/shougai/index.html


■ 「 つな ぐ 窓口」 によ る 相談対応の基本的な 流れ ■
「 つなぐ 窓口」 で 相談を 受け付け た後、「 つなぐ 窓口」 で 適切な自治 体・ 各府省庁 等の 相談 窓口と 調整を 行い、

事案の取次を 行いま す。 取次が済み次第、 相談者へ取次先の相談窓口の情報を 連絡し ま す。

相談者が、 取次を 受け た自治体・ 各府省庁等の相談 窓口に連絡を 行う と 、 その 後は自治 体・ 各府省庁等の 相談

窓口が取り 次がれた相談内容を 踏ま えて、 事実確認や事案解決に向けた調整を行いま す。

※本事 業の 「 つなぐ 窓 口」 と 自治 体・ 各府 省庁等の 相談 窓口は連 携し て 、 障害 者に対 する 差 別の 解消に 向け、 公正・

中立な 立 場で、 障 害 者・ 事 業 者双 方の 間に 立ち 、 両 者の 相 互 理 解や 建 設的 対 話を 促し な が ら 、 事 案 の 解 決に努 め、

共生社会の実現を 目指し ま す。

障害者差別解消法について

「 つなぐ 窓口」 ( 本事業 )
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法の考え方

参考情報

障害者の活動を 制限し 、 社会への参加を

制 約し て いる 社 会的 障壁（ バリ ア ） を 取

り 除く こ と が 重要と の 考え方の下、 法は、

障 害 者に 対する 「 不 当な 差別 的 取 扱い」

と 「 合理 的配慮の不提 供」 を 差別と 規定

し 、 行政 機関等及び事 業者に対し て、 差

別の 解消に 向けた 具体的取組を 求めてい

ま す。（ 詳細な内容は参考情報を 参照）

※令和６ 年４ 月から 事業者によ る 障害者へ

の合理的配慮の提供が義務化さ れま す。

障害者差別解消法の対象

障害者手帳をお持ちの方に限り ま せん。 社会的障壁に

よ り 多く の制限を 受け ている 全ての方が 対象です。

教 育、 医療、 福祉、 公共 交 通等、 全 般 的に 対 象と な

り ま す。 ただし 、 雇用、 就業関係は対象外と なり ま す。

商業その 他の 事業を 行う 企業や団体、 店舗等であり 、

同じ サービ スを反復継続し ている も のを 表し ま す。

営利 / 非営利、 個人 / 法人は問いま せん。

※「 事業者」 に該当する も の（ 一例）

株 式 会社、 社 団法人、 N PO 、 医 療機 関、 教育機 関、

個人のボラ ン ティ ア 活動等

リ ーフレット は以下の Q R コ ード から ダウン ロ ード 可能です。

障害者差別に関する 相談窓口の

試行事業「 つなぐ 窓口」 が

ス タ ート し ま す！

令和６ 年４ 月１ 日から

合理的配慮の提供が

義務化さ れま す！

障害者

事業者

分　 野

本事業で取り 扱う 個人情報について

本事業では、障害を理由と する 差別に関する 相談を 適切な機関に取り 次ぐ ために、相談者の氏名や性別、お住いの地域、

ご 連絡先、 障害の 種別、 差別と 思われる 事案の概要等を 伺いま す。 伺った情報はご 本人の同意に基づき 記録を 行い、

ご 本人の同意の上で、 取次先の自治体や国に提供いたし ま す。 ま た、 個人が特定さ れないよ う 概略化し た 上で 集計を

行い、 今後の 障害を 理由と する 差別の解消に 向けた 施策の立案に活用いたし ま す。 個人が 特定さ れる 情報が外部に

公開・ 共有さ れる こ と はござ いま せん。

個人情報は、 調査受託者であ る N TT データ 経営研究所の監督の下、 コ ールセンタ ーを 運営する 株式会社 AI サポート

にて管理を行いま す。

N TT データ 経営研究所： プラ イバシーポリ シー :

（  h t t p s ://w w w .n t t d a t a -s t r a t e g y.c o m /in f o rm a t io n /p o l ic y/ ）

調整・ 取次

https://www.nttdata-strategy.com/information/policy/

